
1

京都産業大学 現代社会学部 教授
脇浜 紀子

規制改革推進会議 第６回スタートアップ・イノベーションＷＧ
「デジタル時代における放送制度の在り方について」 2022.12.9 オンライン

基礎的データからみる地上波民放テレビの
地域情報の発信・流通機能の現況
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元読売テレビのアナウンサー（1990-2015）
「ズームイン！朝！！」キャスターなど、報道・情報番組等を担当

阪神淡路大震災の報道経験をきっかけにメディア研究をスタート

2017年より現職 ／ 研究分野は地域メディア・地域情報

神戸生まれの神戸育ち、神戸在住
神戸を拠点とした新しい地域メディア「078NEWS」プロジェクト主催

東洋経済新報社, 2001 日本評論社, 2015中央経済社, 2014 中央経済社, 2019
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各都道府県に
民放地上波テレビで放送できる時間は
どのくらいあるのか？

現行の放送制度で確保されている民放テレビによる地域情報発信・流通機能の基礎的指標

脇浜（2019）「地上波民放テレビの地域情報流通機能に関する現況分析」
『公益事業研究』, 70(2),33-44頁.

 複数の放送対象地域において放送番組の同一化が可能となる制度を創設
 併せて、地域情報発信を確保するための仕組を措置すべき

デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会

データでの現状の把握が必要



地域情報流通機能を規定する要素

• 放送対象地域とテレビ局の数（置局数）

• 自社制作比率（民放テレビネットワーク）
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分析の枠組

放送メディアの特性＝1チャンネルにつき最大1日24時間の放送枠
（＊電波のスピルオーバー、区域外再放送、マルチチャンネル放送は考慮しない）

当該地域の局が放送できる時間の総量を都道府県比較

地域情報流通枠

①地域情報流通可能枠 ②地域情報流通実質時間

• 全放送時間を自局発の地域情報にあてる
• 広域と複数県域は域内の都府県数で除する

• ①に自社制作比率（域内平均）を乗じる
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全民放地上波テレビ局の置局状況（ネットワーク別） ＊クロスネット局

関東・中京・関西は広域圏、＜鳥取・島根＞＜岡山・香川＞は複数県域圏、他は県域圏
茨城を除く広域圏の各都府県には県域独立局が1局ずつある
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自社制作比率 ＊関東は広域キー5局、中京は広域準キー4局、関西は広域準キー4局の平均。愛知と大阪はTXN系列局。
東京・群馬・栃木・埼玉・千葉・神奈川・岐阜・三重・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山は県域独立局。



地域情報流通可能枠（時間／年）
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=（【県域局数】+【広域局数】÷【放送対象地域内県数】）×【24時間】×【365日】



地域情報流通実質時間（時間／年）
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=（【県域局数】×【自社制作比率a】+【広域局数】÷【放送対象地域内県数】×【自社制作比率b】）
×【24時間】×【365日】
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• 現行の放送制度で確保されている地域情報流通機能にはかなりのばらつきがある

• 地域情報流通可能枠は、福岡県（県域・510万人）が43,800時間、兵庫県（広域・550万人）が
14,600時間と3倍差

• 過疎地域の小規模ローカル局だけではなく、三大都市圏でも地域情報流通機能が不十分で
ある

• 複数の放送対象地域において放送番組の同一化は、事実上の「広域圏化」といえる

• 放送が持続的に社会的役割を担うために経営の自由度を高めることは必要で、放送番組の
同一化という選択肢を設けることはその一つ

• そのための地域情報発信を確保するための仕組みにおいて定量的な評価は必須で、その仕
組みを考える際に、現在の広域圏の地域情報発信・流通の現状を評価・検証して参考にすべ
きではないか（地上波伝送路だけではない「放送の地域性」の評価方法の検討）
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